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合併処理浄化or汲取り

　市街化調整区域

東北電力 要引込み

個別プロパン 合併処理浄化or汲取り

　　　　　　　　４，８１１㎡（１４５５．３坪）

　北側７．５ｍ公道

滝沢市大釜吉清水６５番１他売地

雑種地 雑種地
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岩手看護短大

ミクニ大釜工場

※市街化調整区域とは、市街化を抑える区域として、農地や自然環境の保全のた

めの区域です。農林漁業用の建築物や、一定の基準に合った開発の他は、

開発行為は許可されません。

※市街化調整区域では、開発行為や次の３つ（建築物の新築・建築物の改築・

建築物の用途の変更）のような一定の建築行為等をしようとする場合には、

許可権者（滝沢市）の許可を受ける必要があります。

※市街化調整区域では、排水施設の確保等に関する技術基準とともに、都市

計画法施行令第36条第1項第3号に規定する立地基準を満たさなければ、
一定の建築行為等を行うことはできません。


